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１
　
消
費
増
税
の
先
送
り
と
赤
字
国
債
発
行

（
１
）「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
二
〇
二
〇
年
度
黒
字
化
」
の
財
政
目
標
は
著
し
く
困
難
に
な
っ
た

二
〇
一
六
年
六
月
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
が
二
〇
一
九
年
一
〇
月
ま
で
二
年
半
、
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
引
上
げ
の
延
期

は
今
回
で
二
度
目
で
あ
る
。
消
費
増
税
は
二
〇
一
二
年
六
月
、
野
田
内
閣
の
下
で
、
民
主
・
自
民
・
公
明
の
三
党
合
意
で
決
定
さ
れ
、

二
〇
一
二
年
八
月
、
改
正
消
費
税
法
が
成
立
し
た
。
そ
し
て
二
〇
一
四
年
四
月
に
五
％
か
ら
八
％
へ
の
引
上
げ
、
二
〇
一
五
年
一
〇

月
に
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
を
決
定
し
て
い
た
。
こ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
従
っ
て
安
倍
内
閣
は
二
〇
一
四
年
四
月
に
消
費
税
率
を
八
％

に
引
上
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
％
か
ら
一
〇
％
へ
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
引
上
げ
を
一
年
半
先
延
ば
し
二

〇
一
七
年
四
月
と
し
た
が
、
今
回
、
更
に
引
上
げ
を
二
〇
一
九
年
一
〇
月
に
ま
で
先
送
り
し
た
。

消
費
増
税
の
先
送
り
に
よ
っ
て
、「
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
二
〇
二
〇
年
度
黒
字
化
」
の
財
政
目
標
の
達
成
が
著
し
く
困
難
に

な
っ
た
。
日
本
の
政
府
債
務
は
先
進
国
で
最
悪
で
、
最
悪
状
態
か
ら
脱
出
す
る
に
は
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
が
前
提
条

件
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
に
黒
字
化
を
実
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
財
政
運
営
の
最
大
の
課
題
と
な
り
、
黒
字
化

実
現
は
国
際
公
約
と
な
っ
て
い
た
。

黒
字
化
の
実
現
は
、
内
閣
府
の
試
算
に
よ
る
と
、
大
甘
に
見
積
も
っ
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
五
年
度
は
一
六
・
六
兆
円
の

財
政
赤
字
だ
が
、
二
〇
二
〇
年
度
ま
で
の
名
目
成
長
率
三
％
、
実
質
成
長
率
二
％
と
前
提
し
、
消
費
税
率
を
予
定
通
り
一
〇
％
に
引

消
費
増
税
の
先
送
り
と
改
正
特
例
公
債
法
の
成
立
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上
げ
た
と
し
て
も
、
二
〇
二
〇
年
度
に
は
六
・
五
兆
円
の
赤
字
に
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
試
算
で
は
、
予
定
通
り
消
費
税
を

引
上
げ
て
も
、
二
〇
二
〇
年
度
の
黒
字
化
は
困
難
と
な
っ
て
い
る
（
１
）。

消
費
増
税
が
先
延
ば
し
と
な
れ
ば
、
そ
の
分
、
更
に
黒
字
化
は

困
難
に
な
る
。
国
際
公
約
は
、
も
は
や
、
絶
望
的
と
も
い
え
る
状
態
に
な
っ
た
。

（
２
）「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
の
空
洞
化

消
費
税
の
引
上
げ
に
よ
る
増
税
収
入
は
、
三
党
合
意
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
の
充
実
費
と
財
政
赤
字
の
削
減
に
充
当
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
三
党
合
意
に
よ
っ
て
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」、
い
わ
ゆ
る
改
正
消
費
税
法
が
成
立
し
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
分
は
、
全
額
、
社
会
保
障
の
充
実

と
財
政
の
安
定
化
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
税
収
入
の
配
分
は
予
め
決
め
ら
れ
、
前
回

の
五
％
か
ら
八
％
へ
の
引
上
げ
の
際
に
は
、
税
収
増
八
・
二
兆
円
の
う
ち
社
会
保
障
充
実
費
に
一
・
三
五
兆
円
、
財
政
赤
字
圧
縮
に

三
・
四
兆
円
が
充
当
さ
れ
た
。
予
定
さ
れ
て
い
た
八
％
か
ら
一
〇
％
へ
引
上
げ
で
は
、
税
収
増
は
五
・
八
兆
円
と
な
る
が
、
そ
の
う

ち
社
会
保
障
充
実
費
の
配
分
は
一
・
三
五
兆
円
と
な
っ
て
い
た
（
２
）。

と
こ
ろ
が
、
今
回
、
消
費
増
税
の
先
延
ば
し
に
よ
っ
て
、
社
会
保
障
充
実
の
た
め
の
財
源
は
無
く
な
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

増
税
な
く
し
て
社
会
保
障
充
実
策
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
社
会
保
障
の
充
実
は
消
費
税
に
よ
っ
て
賄
う
、
こ
れ
が
「
社
会

保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
の
合
意
で
あ
っ
た
。
消
費
税
の
増
税
な
く
し
て
社
会
保
障
の
充
実
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
三
党
合
意
を
更

に
空
洞
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
３
）
財
源
を
何
処
に
求
め
る
か

財
源
の
裏
付
け
の
な
い
ま
ま
、
社
会
保
障
充
実
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
消
費
増
税
の
先
送
り
を
明
言
し
た
記
者
会
見
で
、

安
倍
総
理
は
「
民
進
党
の
よ
う
に
赤
字
国
債
を
発
行
し
て
、
そ
の
給
付
を
ま
か
な
う
の
は
無
責
任
だ
。
赤
字
国
債
を
財
源
に
社
会
保

障
の
充
実
を
行
う
よ
う
な
無
責
任
な
こ
と
は
私
た
ち
は
行
な
わ
な
い
」
（
３
）

と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
六
月
三
日
に
発
表
さ
れ
た
自
民
党
の
参
院
選
公
約
で
も
「
赤
字
国
債
に
頼
ら
ず
安
定
財
源
を
確
保
し
可
能
な
限
り
社
会
保

障
の
充
実
を
行
う
」
（
４
）

と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
社
会
保
障
充
実
策
に
は
赤
字
国
債
に
依
存
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
六
月
二
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
経
済
財
政
運
営
の
基
本
方
針
（
骨
太
の
方
針
）
で
は
、
社
会
保
障
充
実
の
財
源
に
つ

い
て
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
財
源
に
つ
い
て
骨
太
の
方
針
に
明
記
す
る
こ
と
を
回
避
し
た
の
だ
。
日
経
新
聞
六
月
三
日
は
、
こ

の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

「
自
民
党
は
二
日
、
消
費
増
税
の
再
延
期
を
踏
ま
え
、
増
税
分
を
財
源
予
定
に
し
て
い
た
社
会
保
障
充
実
策
を
巡
り
、
赤
字
国
債

発
行
を
予
定
し
な
い
範
囲
内
で
実
施
す
る
と
参
院
選
公
約
に
明
記
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
自
民
党
の
稲
田
朋
美
政
調
会
長
は
「
経
済

財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
（
骨
太
の
方
針
）」
に
明
記
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
政
府
側
が
慎
重
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
公
約
に
盛
り

込
む
形
で
収
め
る
。
…
社
会
保
障
充
実
策
の
扱
い
に
つ
い
て
、
稲
田
氏
は
「
民
新
党
の
よ
う
に
赤
字
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
無
責

任
な
こ
と
は
や
ら
な
い
」
と
し
、
骨
太
方
針
に
書
き
込
む
べ
き
だ
と
主
張
。
こ
の
後
、
骨
太
方
針
を
担
当
す
る
石
原
伸
晃
経
済
財

政
・
再
生
相
と
党
本
部
で
協
議
し
た
が
、
結
論
は
出
な
か
っ
た
」
（
５
）。

骨
太
の
方
針
で
社
会
保
障
充
実
の
財
源
を
明
記
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
財
源
不
足
は
赤
字
国
債
に
依
存
す
る
、
と
い
う
暗
黙
の
了
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解
が
あ
る
か
ら
だ
。

政
府
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
る
内
閣
官
房
参
与
の
本
田
悦
朗
氏
は
、
財
源
不
足
は
赤
字
国
債
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
次
の
よ
う

に
率
直
に
述
べ
て
い
る
。「
社
会
保
障
の
優
先
順
位
は
非
常
に
高
い
。
そ
の
歳
出
の
た
め
に
歳
入
が
不
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
赤
字

国
債
を
出
せ
ば
い
い
と
思
う
。
将
来
の
増
税
分
を
見
込
ん
で
、
足
り
な
い
分
を
「
つ
な
ぎ
国
債
」
の
よ
う
な
形
で
補
え
ば
い
い
」
（
６
）。

「
歳
入
が
不
足
す
れ
ば
赤
字
国
債
発
行
で
調
達
す
る
」、
し
か
も
、
自
由
に
赤
字
国
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
点
に

特
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
本
田
氏
の
説
明
は
、
暗
黙
の
了
解
を
明
快
に
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
日
の
日
本
の
国
債
発
行

制
度
は
、
立
憲
的
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
だ
け
赤
字
国
債
発
行
が
可
能
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
赤
字
国
債
の
無
制
限

発
行
が
可
能
な
限
り
、
財
源
調
達
は
増
税
で
は
な
く
国
債
発
行
と
い
う
安
易
な
選
択
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
年
三
月
に
成
立
し
た

改
正
特
例
公
債
法
は
、
赤
字
国
債
発
行
を
更
に
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
今
日
で
は
、
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
が
可
能

と
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
間
の
推
移
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

２
　
赤
字
国
債
の
無
制
限
発
行
が
可
能
な
国
債
発
行
の
仕
組
み

（
１
）
特
例
公
債
法
と
赤
字
国
債
膨
張
の
歯
止
め

財
政
法
第
四
条
は
赤
字
国
債
の
発
行
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
七
五
年
度
か
ら
始
ま
る
赤
字
国
債
発
行
は
財
政
法
第

四
条
の
特
例
と
し
て
、
特
例
公
債
法
の
制
定
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
赤
字
国
債
は
特
例
債
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。

国
債
発
行
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
建
設
国
債
の
場
合
、
財
政
法
第
四
条
で
公
共
事
業
の
範
囲
内
、
と
い
う
限
度
が
画
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
赤
字
国
債
に
つ
い
て
は
、
発
行
限
度
の
規
定
は
な
い
。
財
政
法
は
赤
字
国
債
の
発
行
を
禁
止
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
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発
行
限
度
の
規
定
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
。

国
債
発
行
は
安
易
な
財
政
資
金
調
達
方
法
で
あ
り
、
歯
止
め
や
発
行
限
度
を
設
け
な
い
と
必
ず
膨
張
を
続
け
て
い
く
。
こ
の
た
め
、

特
例
公
債
法
で
は
赤
字
国
債
の
無
制
限
発
行
を
抑
制
す
る
た
め
、
二
つ
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
。
一
つ
は
、
赤
字
国
債
の
償
還
は
現
金

償
還
ル
ー
ル
と
す
る
こ
と
、
借
換
償
還
は
認
め
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
特
例
公
債
法
は
単
年
度
法
と
し
、
赤

字
国
債
を
発
行
す
る
場
合
、
毎
年
、
赤
字
国
債
発
行
に
つ
い
て
国
会
で
審
議
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

ま
ず
、
償
還
ル
ー
ル
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
建
設
国
債
は
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
こ
の
間
、
借
換
発
行
が
続
く
。

建
設
国
債
は
毎
年
六
〇
分
の
一
ず
つ
が
現
金
償
還
さ
れ
、
全
額
が
現
金
償
還
さ
れ
る
の
は
六
〇
年
後
で
あ
る
。
建
設
国
債
は
公
共
事

業
に
充
当
さ
れ
る
か
ら
、
六
〇
年
償
還
は
世
代
間
の
公
平
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
だ
ろ
う
。
赤
字
国
債
は
建
設
国
債
と
異
な

り
経
常
経
費
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
、
更
に
、
赤
字
国
債
増
発
を
抑
制
す
る
た
め
、
赤
字
国
債
の
償
還
は
現
金
償
還
ル
ー
ル
を
原
則
と

し
、
借
換
償
還
を
禁
止
し
た
。
そ
し
て
、
赤
字
国
債
の
現
金
償
還
ル
ー
ル
は
当
該
年
度
の
特
例
公
債
法
で
明
記
さ
れ
た
。
一
九
七
五

年
度
に
つ
い
て
は
、
補
正
予
算
に
添
付
し
た
償
還
計
画
表
の
説
明
欄
に
お
い
て
、
満
期
が
到
来
す
る
一
九
八
五
年
度
ま
で
に
全
額
償

還
し
、
借
換
償
還
は
行
わ
な
い
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
一
九
七
六
年
度
か
ら
一
九
八
三
年
度
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
に
成
立
す
る

特
例
公
債
法
に
お
い
て
赤
字
国
債
の
借
換
償
還
を
禁
止
し
、
現
金
償
還
の
原
則
を
明
記
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
三
年
度
の
特

例
公
債
法
を
み
る
と
、
第
二
条
四
で
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
に
つ
い
て
は
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
法
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
償
還
の
た
め
の
起
債
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
」（
昭
和
五
八
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る

た
め
の
特
別
措
置
法
に
関
す
る
法
律
）
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
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（
２
）

削
除
さ
れ
た
赤
字
国
債
の
借
換
禁
止
規
定

一
九
七
五
年
度
か
ら
発
行
が
開
始
さ
れ
た
赤
字
国
債
は
一
九
八
五
年
度
に
満
期
を
迎
え
る
。
赤
字
国
債
は
現
金
償
還
が
原
則
だ
か

ら
、
満
期
を
迎
え
る
一
〇
年
債
の
赤
字
国
債
は
一
九
八
五
年
度
か
ら
全
額
が
現
金
償
還
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
四
年
一
月
一
八
日
、
財
政
制
度
審
議
会
は
「
中
期
的
財
政
運
営
に
関
す
る
諸
問
題
の
中
間
報
告
」
に
お
い
て
、

赤
字
国
債
償
還
の
現
金
償
還
ル
ー
ル
を
変
更
し
て
借
換
償
還
を
行
う
べ
き
だ
、
と
す
る
驚
く
べ
き
答
申
を
行
っ
た
。
答
申
で
は
次
の

よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
財
政
事
情
は
今
後
一
層
厳
し
い
状
態
が
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
中
長
期
的
に
は
現
在
の
よ
う

な
財
政
構
造
の
ま
ま
推
移
し
た
場
合
、
人
口
の
高
齢
化
等
社
会
的
・
経
済
変
化
に
対
応
し
た
各
般
の
財
政
需
要
に
適
切
に
応
え
て
い

け
る
の
か
ど
う
か
、
強
く
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
…
特
例
公
債
の
大
量
償
還
を
行
い
つ
つ
、
新
規
財
源
を
新
た
な
特
例
公
債

に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
財
政
事
情
が
当
面
続
く
状
況
の
下
で
は
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
現
金
償
還
の
方
針
を
改
め
、
借
換
債

の
発
行
を
行
う
と
い
う
方
針
に
切
り
替
え
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
」
（
７
）。

財
政
制
度
審
議
会
は
、
一
九
八
四
年
一
二
月
二
一
日
、
赤
字
国
債
の
償
還
に
つ
い
て
再
び
答
申
し
、
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
提
言
し
て
い
る
。「（
昭
和
）
六
五
年
度
ま
で
に
特
例
公
債
依
存
体
質
か
ら
の
脱
却
に
努
め
る
と
い
う
目
標
の
下
に
、

今
後
、
財
政
改
革
を
具
体
的
に
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
当
面
、
特
例
公
債
の
償
還
に
つ
い
て
は
、
四
条
公
債
と
同
様
の
い
わ
ゆ
る

六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
よ
る
こ
と
が
現
実
的
選
択
と
し
て
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
」
（
８
）。

財
政
制
度
審
議
会
の
答
申
を
え
て
、
一
九
八
四
年
度
の
特
例
公
債
法
か
ら
現
金
償
還
の
原
則
と
借
換
禁
止
規
定
は
削
除
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
赤
字
国
債
の
償
還
に
つ
い
て
「
償
還
の
た
め
の
起
債
は
…
で
き
る
限
り
行
わ
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」（「
昭
和
五

九
年
度
の
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
」）
と
さ
れ
、
禁
止
規
定
は
単
な
る
努
力
目
標
に

変
更
さ
れ
た
。
借
換
償
還
の
禁
止
規
定
削
除
に
よ
り
、
こ
の
時
点
か
ら
、
赤
字
国
債
の
無
制
限
発
行
が
可
能
と
な
る
。
一
九
八
五
年
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に
満
期
償
還
を
迎
え
る
赤
字
国
債
は
、
建
設
国
債
と
同
様
、
六
〇
年
償
還
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
借
換
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時

点
か
ら
、
国
債
発
行
の
立
憲
的
制
約
は
空
文
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

３
　
改
正
特
例
公
債
法
の
成
立
―
単
年
度
法
の
原
則
が
崩
壊
―

（
１
）
単
年
度
法
の
原
則
崩
壊
は
民
主
党
政
権
時
代
に
始
ま
る

特
例
公
債
法
は
恒
久
法
で
は
な
く
単
年
度
法
と
定
め
ら
れ
た
。
単
年
度
法
と
し
た
の
は
、
赤
字
国
債
の
発
行
に
際
し
て
毎
年
、
そ

の
必
要
性
に
つ
い
て
審
議
す
る
た
め
で
あ
り
、
赤
字
国
債
の
増
発
を
抑
制
す
る
歯
止
め
装
置
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
単
年
度
法
の
原
則
は
、
民
主
党
政
権
時
代
の
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
成
立
し
た
特
例
公
債
法
（
財
政
運
営
に
必

要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
）
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
。
成
立
し
た
特
例
公
債
法
は
、
赤
字

国
債
の
発
行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
財
政
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
き
等
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
ほ

か
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
（
二
〇
一
二
年
度
一
般

会
計
当
初
予
算
に
お
け
る
三
八
兆
三
三
五
〇
億
円
）
の
範
囲
内
で
、
特
例
公
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

単
年
度
法
の
原
則
は
、
こ
の
時
点
で
崩
壊
し
た
。
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
一
五
年
度
ま
で
の
間
、
国
会
の
審
議
を
経
る
こ
と
な

く
赤
字
国
債
の
発
行
が
可
能
と
な
り
、
赤
字
国
債
を
よ
り
容
易
に
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
２
）
引
き
継
が
れ
た
改
正
特
例
公
債
法

民
主
党
政
権
時
代
に
成
立
し
た
特
例
公
債
法
は
、
安
倍
政
権
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
、
参

議
院
で
改
正
特
例
公
債
法
（
財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
）
が
成
立
し
た
。
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改
正
特
例
公
債
法
は
、
第
三
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。「
政
府
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
発
行
す
る
公
債
の
ほ
か
、
平
成
二
十
八
年
度
か
ら
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
の
一
般

会
計
の
歳
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
当
該
各
年
度
の
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
公
債
を
発
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
」（
法
律
第
二
三
号
）。

改
正
特
例
公
債
法
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
六
年
度
か
ら
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
間
、
赤
字
国
債
発
行
に
つ
い
て
国
会
の
審
議
を
経
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
。

（
３
）
財
政
規
律
の
最
後
の
砦
が
陥
落

赤
字
国
債
に
は
発
行
限
度
の
規
定
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
一
九
七
五
年
の
特
例
公
債
法
成
立
時
点
で
、
赤
字
国
債
の
無
制
限
膨
張

を
抑
制
す
る
た
め
、
特
例
公
債
法
で
赤
字
国
債
現
金
償
還
の
ル
ー
ル
が
明
記
さ
れ
、
借
換
償
還
は
禁
止
さ
れ
た
。
更
に
、
特
例
公
債

法
を
単
年
度
法
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
毎
年
、
赤
字
国
債
発
行
に
つ
い
て
国
会
審
議
を
必
要
と
し
た
。

二
〇
一
二
年
度
に
引
き
続
き
、
二
〇
一
六
年
三
月
の
改
正
特
例
公
債
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
赤
字
国
債
の
増
発
を
抑
制
す
る
最
後

の
立
憲
的
制
約
が
撤
廃
さ
れ
、
名
実
と
も
に
、
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
体
制
が
完
成
し
た
。
無
制
限
発
行
体
制
の
確
立
に
よ
っ
て
、

不
足
す
る
財
源
は
何
時
で
も
赤
字
国
債
発
行
に
よ
っ
て
調
達
可
能
、
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
不
足
す
る
財
源
は
赤
字
国
債
に
依
存
す

る
こ
と
が
当
然
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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４
　
赤
字
国
債
無
制
限
発
行
体
制
と
財
政
規
律
の
喪
失

（
１
）
大
平
首
相
の
苦
悩

一
九
七
五
年
、
大
平
蔵
相
の
時
代
に
赤
字
国
債
発
行
が
始
ま
っ
た
。
財
政
膨
張
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
大
平
蔵
相
は
、
赤
字
国

債
発
行
の
膨
張
を
抑
制
す
る
た
め
、
前
述
し
た
通
り
特
例
公
債
法
で
赤
字
国
債
の
現
金
償
還
ル
ー
ル
を
明
記
し
、
特
例
公
債
法
を
単

年
度
法
と
し
た
。

更
に
、
赤
字
国
債
発
行
を
抑
制
す
る
た
め
、
一
九
七
八
年
一
二
月
八
日
、
首
相
に
就
任
す
る
と
同
時
に
消
費
税
の
導
入
に
言
及
し

た
。
赤
字
国
債
発
行
額
を
減
額
し
て
健
全
財
政
を
維
持
す
る
に
は
、「
国
民
に
新
た
な
負
担
を
お
願
い
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
て
、
赤
字
国
債
に
代
わ
る
消
費
税
の
導
入
に
全
力
を
注
い
だ
。
一
九
七
九
年
九
月
、
衆
議
院
選
挙
運
動
の
中
で
消
費
税
導
入
を
呼

び
か
け
た
が
、
野
党
は
も
と
よ
り
マ
ス
コ
ミ
、
中
小
企
業
団
体
、
農
業
団
体
、
消
費
者
団
体
、
自
民
党
候
補
者
、
揃
っ
て
消
費
税
導

入
に
反
対
し
た
。
こ
の
た
め
、
大
平
首
相
は
選
挙
過
程
の
さ
な
か
、
九
月
二
四
日
に
は
消
費
税
導
入
断
念
を
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
（
９
）。

大
平
首
相
は
消
費
税
導
入
は
断
念
し
た
も
の
の
、
も
う
一
つ
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
の
脱
却
を
目
標
に
し
て
い
た
。「
赤
字
国
債

は
…
昭
和
五
九
年
度
ま
で
に
無
く
さ
し
て
も
ら
い
た
い
」
（
10
）

と
い
う
目
標
で
あ
る
。
だ
が
、
大
平
首
相
は
衆
参
選
挙
運
動
の
最
中
に
過

労
で
倒
れ
、
一
九
八
〇
年
六
月
、
永
眠
さ
れ
る
。
大
平
首
相
は
志
半
ば
で
倒
れ
た
が
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
の
脱
却
目
標
は
受
け
継

が
れ
た
。
ゼ
ロ
・
シ
ー
リ
ン
グ
、
マ
イ
ナ
ス
・
シ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
歳
出
が
抑
制
さ
れ
、
つ
い
に
一
九
九
〇
年
に
は
当
初
予
算
で

赤
字
国
債
が
ゼ
ロ
と
な
り
、
九
一
年
か
ら
九
三
年
ま
で
は
実
績
で
赤
字
国
債
発
行
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
赤
字
国
債
依
存
体
制
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
赤
字
国
債
発
行
の
立
憲
的
制
約
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
、
加
え
て
、
赤
字
国
債
依
存
体
制
の
脱
却
と
い
う
財

政
規
律
が
守
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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（
２
）
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
赤
字
国
債
発
行

赤
字
国
債
発
行
の
立
憲
的
制
約
が
撤
廃
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
財
政
は
国
債
無
制
限
発
行
時
代
を
迎
え
る
。
転
機
は
一
九
九
八
年

か
ら
始
ま
っ
た
。
こ
の
年
、
国
債
発
行
額
は
前
年
の
一
八
・
五
兆
円
か
ら
三
四
兆
円
に
倍
増
し
、
国
債
依
存
度
は
二
三
・
五
％
か
ら

四
〇
・
三
％
に
な
っ
た
。
以
後
、
こ
の
水
準
は
維
持
さ
れ
二
〇
〇
九
年
の
国
債
依
存
度
は
五
一
・
五
％
に
な
っ
た
。
赤
字
国
債
増
発

の
結
果
、
短
期
間
で
日
本
の
政
府
債
務
残
高
は
先
進
国
で
最
悪
と
な
っ
た
。
政
府
債
務
残
高
は
今
な
お
膨
張
を
続
け
、
プ
ラ
イ
マ
リ

ー
バ
ラ
ン
ス
二
〇
二
〇
年
黒
字
化
目
標
は
著
し
く
困
難
な
状
況
で
あ
る
。

日
本
の
財
政
は
持
続
可
能
な
財
政
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
財
政
再
建
が
焦
眉
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場

合
、
財
政
再
建
は
経
済
成
長
か
、
財
政
規
律
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
消
費
増
税
の
先
送
り
も
、
財
政
再

建
は
経
済
成
長
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
日
本
の
現
実
を
見
る
と
き
、
国
債
無
制
限
発

行
体
制
の
問
題
を
無
視
し
て
、
財
政
再
建
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
う
。
理
論
の
上
で
は
経
済
成
長
に
よ
っ
て
税
収
が
増
え
、

税
収
増
に
よ
っ
て
借
金
返
済
も
可
能
と
な
り
財
政
健
全
化
へ
道
を
開
く
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
現
実
の
展
開
を
み

る
と
、
税
収
増
に
よ
っ
て
拡
張
的
財
政
政
策
が
採
用
さ
れ
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
が
空
洞
化
し
て
い
る
。

赤
字
国
債
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
が
行
わ
れ
た
の
は
、
税
収
入
が
拡
大
し
て
い
る
時
点
で
あ
っ
た
。
償
還
ル
ー
ル
の
変
更
は
無
制
限

発
行
に
道
を
開
い
た
諸
悪
の
根
源
で
あ
り
、
財
政
健
全
化
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
税
収
増
が
自
動
的
に
財
政
健
全
化
に
資
す

る
も
の
で
は
な
い
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
っ
て
実
に
二
四
年
ぶ
り
に
税
収
入
が
拡
大
し
た
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
果
実
を
背
景
に
伊
勢
サ
ミ
ッ
ト
で
政
府

は
拡
張
的
財
政
政
策
の
採
用
を
呼
び
か
け
た
。
ま
た
、
秋
に
は
大
型
補
正
予
算
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
税
収
入
が
拡
大
し
て
も
、
財

政
再
建
へ
の
道
を
拓
く
も
の
で
は
な
い
。
加
え
て
、
消
費
増
税
を
先
送
り
し
て
財
源
の
裏
付
け
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
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障
充
実
政
策
は
予
定
通
り
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
国
際
公
約
と
な
っ
て
い
る
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
二
〇
二
〇
年
度
黒

字
化
目
標
の
達
成
も
著
し
く
困
難
な
状
況
で
あ
る
。
税
収
入
以
上
の
財
政
支
出
が
行
わ
れ
、
不
足
す
る
部
分
を
赤
字
国
債
発
行
で
補

填
す
る
と
い
う
構
図
が
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

財
政
再
建
は
経
済
成
長
か
、
財
政
規
律
か
、
こ
の
議
論
の
前
段
階
と
し
て
、
如
何
に
し
て
国
債
無
制
限
発
行
体
制
を
打
破
す
る
か
、

こ
の
点
を
最
初
に
考
え
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
。

（
３
）
消
費
増
税
先
送
り
は
個
人
消
費
を
拡
大
す
る
か

消
費
増
税
先
送
り
は
低
迷
す
る
個
人
消
費
を
促
し
、
デ
フ
レ
脱
却
の
起
爆
剤
と
す
る
点
に
狙
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
こ
ろ
、
個
人

消
費
は
低
迷
し
、
物
価
上
昇
目
標
に
陰
り
を
さ
し
て
い
る
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
成
功
さ
せ
る
に
は
個
人
消
費
の
拡
大
と
消
費
者
物
価

上
昇
が
目
標
と
な
る
。

消
費
増
税
先
送
り
に
つ
い
て
は
多
く
の
世
論
調
査
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
回
答
者
の
圧
倒
的
多
数
は
消
費

増
税
先
送
り
を
歓
迎
し
て
い
る
。
世
論
は
安
倍
政
権
の
公
約
違
反
を
問
題
と
し
て
い
な
い
。
納
税
者
に
と
っ
て
増
税
回
避
を
歓
迎
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
消
費
増
税
の
先
送
り
に
よ
っ
て
個
人
消
費
が
拡
大
す
る
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う

で
は
な
い
。
日
経
新
聞
の
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
増
税
再
延
期
で
家
計
支
出
は
「
変
わ
ら
な
い
」
が
八
一
・
九
％
、
支
出
が
増
え
る

が
八
・
四
％
だ
っ
た
。
支
出
が
変
わ
ら
な
い
と
す
る
理
由
は
、「
遅
か
れ
早
か
れ
増
税
が
あ
る
」
が
五
七
・
六
％
、「
将
来
へ
の
不
安

が
増
し
た
」
が
二
〇
・
七
％
だ
っ
た
（
11
）。

世
論
調
査
に
み
る
よ
う
に
、
消
費
増
税
の
先
送
り
に
よ
っ
て
消
費
が
拡
大
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
現
在
の
消
費
よ
り
将
来

の
社
会
保
障
制
度
の
不
安
が
先
行
し
て
い
る
。
増
税
延
期
で
国
民
の
生
活
は
楽
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
態
は
逆
転
の
構
図
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と
な
っ
て
い
る
。

若
者
や
働
き
盛
り
の
中
年
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
、
将
来
の
社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
不
安
で
あ
る
。
こ
の
不
安
が
解
消
し

な
い
限
り
、
例
え
雇
用
環
境
が
好
転
し
賃
金
が
上
が
っ
て
も
、
消
費
の
拡
大
に
結
び
付
か
な
い
。
消
費
を
拡
大
す
る
に
は
「
社
会
保

障
制
度
と
税
の
一
体
改
革
」
を
空
洞
化
し
な
い
こ
と
、
財
産
放
棄
の
で
き
な
い
負
の
遺
産
を
増
や
さ
な
い
こ
と
、
赤
字
国
債
依
存
体

制
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
目
標
を
し
っ
か
り
と
明
示
す
る
こ
と
が
何
よ
り
必
要
な
こ
と
と
思
う
。

注（
１
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
一
日

（
２
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
一
日

（
３
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
二
日

（
４
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
四
日

（
５
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
三
日

（
６
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
二
日

（
７
）

財
政
制
度
審
議
会
報
告
書
　
館
龍
一
郎
監
修
『
二
一
世
紀
へ
の
展
望
』（
大
蔵
財
務
協
会
）
所
収
　
二
五
三
〜
二
五
四
頁
）

（
８
）

同
上
、
所
収
本
　
二
六
六
頁

（
９
）

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
な
ぜ
赤
字
国
債
の
無
制
限
発
行
が
可
能
に
な
っ
た
か
」、
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）

大
平
正
芳
「
永
遠
の
今
」
一
九
八
〇
年
　
三
六
五
頁
　
大
平
正
芳
回
想
録
刊
行
会

（
11
）

日
経
新
聞
　
二
〇
一
六
年
六
月
六
日
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